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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月6日(2019.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼科用組成物であって、
　対象者の眼における角膜リシルオキシダーゼ活性を増大させるために十分な量の交差架
橋剤と、
　薬学的に許容可能な担体と、
を有する、眼科用組成物。
【請求項２】
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　請求項１記載の組成物において、前記眼科用組成物は、溶液、懸濁液、ゲル、ヒドロゲ
ル、熱応答性ゲル、デポ、フィルム、及びコンタクトレンズのうちの一つとして製剤化さ
れるものである、組成物。
【請求項３】
　請求項１記載の組成物において、前記交差架橋剤は、銅含有性剤を有する、組成物。
【請求項４】
　請求項３記載の組成物において、前記銅含有性剤は、約０．００００５ｗｔ％から約１
５ｗｔ％の量で存在する、組成物。
【請求項５】
　請求項３記載の組成物において、前記組成物中に存在する銅の量が、約０．０００１ｍ
ｇ／ｍｌから約５ｍｇ／ｍｌの量である、組成物。
【請求項６】
　請求項３記載の組成物において、前記銅含有性剤は、硫酸銅、炭酸銅、酢酸銅、塩化銅
、グルコン酸銅、臭化銅、フッ化銅、硝酸銅、ヨウ化銅、過塩素酸銅、モリブデン酸銅、
チオシアン酸銅、酒石酸銅、テトラフルオロホウ酸銅、セレン化銅、ピロリン酸銅、ＧＨ
Ｋ－銅、硫酸テトラアミン銅、銅－ヒスチジン、銅－グリシン酸、及びこれらの組合せか
らなる群から選択されるメンバーである、組成物。
【請求項７】
　請求項１記載の組成物において、前記薬学的に許容可能な担体は、等張化剤、可溶化剤
、増粘剤、ポリマー、緩衝剤、ｐＨ調節剤、及び水のうち少なくとも一つを含む、組成物
。
【請求項８】
　請求項１記載の組成物において、前記組成物は、約２７０ｍＯｓｍ／ｋｇから約３３０
ｍＯｓｍ／ｋｇの張度を有する、組成物。
【請求項９】
　請求項１記載の組成物において、前記組成物は、約５．８から約７．８のｐＨを有する
、組成物。
【請求項１０】
　請求項１記載の組成物において、前記組成物は、さらに、追加の有効成分を有する、組
成物。
【請求項１１】
　請求項１０記載の組成物において、前記追加の有効成分は、リボフラビン、ローズベン
ガル、ヒドロキシリシン、及びこれらの組合せからなる群から選択されるメンバーである
、組成物。
【請求項１２】
　局所用眼科用剤形であって、
　点眼剤として製剤化され、かつ前記組成物を約５μｌから約５０μｌの滴体積で滴下方
式で投薬するように適合した容器中に含まれる、請求項１記載の眼科用組成物を有する、
剤形。
【請求項１３】
　請求項１２記載の剤形において、前記局所用眼科用組成物は銅含有性剤を有する、剤形
。
【請求項１４】
　請求項１３記載の剤形において、前記剤形は、前記眼科用組成物の一滴あたり約０．０
００５μｇから約５μｇの銅を提供する、剤形。
【請求項１５】
　請求項１２記載の剤形において、前記容器は、約１５μｌから約４０μｌの滴体積で前
記組成物を投薬するように適合される、剤形。
【請求項１６】
　治療期間中に治療有効量で対象者の眼に投与する際に眼科的状態を治療するための薬剤
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の調整における交差架橋剤の使用であって、
　対象者の眼における角膜リシルオキシダーゼ活性を増大させるために十分である交差架
橋剤を薬学的に許容可能な担体と組み合わせる、使用。
【請求項１７】
　請求項１６記載の使用において、前記眼科的状態は、円錐角膜、辺縁潰瘍性角膜炎、角
膜潰瘍、角膜融解、ペルーシド周辺変性、テリエン周辺角膜変性、神経栄養性角膜炎、及
び角膜拡張症のうち少なくとも一つを有する、使用。
【請求項１８】
　請求項１６記載の使用において、前記組成物は、前記組成物を必要とする眼一つあたり
、一日１つから４つの時点で投与される、使用。
【請求項１９】
　請求項１８記載の使用において、約１５μｌから約４０μｌの前記組成物が各時点で投
与される、使用。
【請求項２０】
　請求項１６記載の使用において、前記治療期間は、約１ヶ月から約３６ヶ月の持続する
期間である、使用。
【請求項２１】
　請求項１６記載の使用において、前記治療有効量は、治療なしの角膜における交差架橋
と比較して、角膜における、リシノノルロイシン交差架橋、及び／またはヒスチジニル－
ヒドロキシリシノノルロイシン交差架橋を増大させる、使用。
【請求項２２】
　請求項１６記載の使用において、前記治療有効量は、治療なしの角膜の求心ストレイン
と比較して、角膜の求心ストレインを低下させる、使用。
【請求項２３】
　請求項１６記載の使用において、前記治療有効量は、治療なしの角膜ジオプトリーと比
較して、角膜ジオプトリーを低下させる、使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　多くの眼科的状態は、角膜薄化及び角膜の生体力学的衰弱をもたらしうる。いくらかの
場合においては、角膜の形が改変され得、乱視、光に対する過敏症、及び他の合併症を引
き起こす。そのような状態は、円錐角膜、角膜潰瘍、角膜拡張症、ペルーシド周辺変性、
及びこれらの類似物を含みうる。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第２００６／０２７６７７７号明細書
　　（特許文献２）　米国特許第４，４９０，３８９号明細書
　　（特許文献３）　米国特許出願公開第２０１６／００５９０３２号明細書
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２０１０／００１６８１４号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２００３／０１７５２５９号明細書
　　（特許文献６）　米国特許出願公開第２００６／００２９６３６号明細書
　　（特許文献７）　米国特許出願公開第２０１０／０１８９８１７号明細書
　　（特許文献８）　米国特許出願公開第２００６／０１６５６１１号明細書
　　（特許文献９）　米国特許出願公開第２０１１／００７６２８５号明細書
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